
○ 居住サポート住宅（※）の認定制度の創設
※法律上は「居住安定援助賃貸住宅」

・ 居住支援法人等が、要配慮者のニーズに応じて、
安否確認、見守り、適切な福祉サービスへのつなぎを行う住宅
（居住サポート住宅）の供給を促進
（市区町村長（福祉事務所設置）等が認定）

⇒ 生活保護受給者が入居する場合、
住宅扶助費（家賃）について代理納付（※）を原則化

※生活保護受給者は住宅扶助費を一旦受け取った後に賃貸人に支払うが、
 特例として保護の実施機関が賃貸人に直接支払う

⇒ 入居する要配慮者は認定保証業者（1.参照）が家賃債務保証
を原則引受け

1． 大家が賃貸住宅を提供しやすく、
要配慮者が円滑に入居できる市場環境の整備

○ 国土交通大臣及び厚生労働大臣が共同で基本方針を策定

○ 市区町村による居住支援協議会（※）設置を促進（努力義務化）し、住まいに関する
相談窓口から入居前・入居中・退居時の支援まで、住宅と福祉の関係者が連携した
地域における総合的・包括的な居住支援体制の整備を推進

※地方公共団体の住宅部局・福祉部局、居住支援法人、不動産関係団体、福祉関係団体等を構成員とした会議体

３．住宅施策と福祉施策が連携した地域の居住支援体制の強化

２．居住支援法人等が入居中サポートを行う
賃貸住宅の供給促進

【住宅セーフティネット法】

都道府県・市区町村
（住宅部局、福祉部局）

不動産関係団体
（宅建業者、賃貸住宅

 管理業者、家主等）

居住支援法人
福祉関係団体

（社会福祉法人等）

要配慮者

訪問等による
見守り

福祉サービス

（例）
困窮者自立支援、
介護等

福祉サービス
へのつなぎ

ICT等による安否確認
(例)人感センサー

居住支援法人等

【住宅セーフティネット法、高齢者住まい法、住宅金融支援機構法】

【住宅セーフティネット法】

＜居住サポート住宅のイメージ＞

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律（住宅セーフティネット法）等の一部を改正する法律
（令和６年法律第４３号）の概要 令和６年６月５日公布

○ 終身建物賃貸借（※）の利用促進
※ 賃借人の死亡時まで更新がなく、

死亡時に終了する（相続人に相続されない）賃貸借

・ 終身建物賃貸借の認可手続を簡素化
（住宅ごとの認可から事業者の認可へ）

○ 居住支援法人による残置物処理の推進

・ 入居者死亡時の残置物処理を円滑に行うため、
居住支援法人の業務に、入居者からの委託に基づく
残置物処理を追加

○ 家賃債務保証業者の認定制度の創設

・ 要配慮者が利用しやすい家賃債務保証業者（認定保証業者）
 を国土交通大臣が認定

⇒ (独)住宅金融支援機構の家賃債務保証保険による
要配慮者への保証リスクの低減

○ 居住サポート住宅による大家の不安軽減（２．参照）

資料９
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改正住宅セーフティネット法の施行に向けた今後のスケジュール等（案）
○ 改正住宅セーフティネット法は令和７年１０月１日に施行予定。

※ 同年７月１日より、施行に向けた事前準備として、認定家賃債務保証業者の認定申請、居住支援法人による残置物処理等業務規程の認可申請の受付を開始予定。

○ 国土交通省と厚生労働省等が共同・連携して、改正法の施行に向けた準備や制度の周知等に取り組む。

令和６年度（2024年度） 令和７年度（2025年度）

改正住宅SN法

の施行に係る主な
スケジュール等

（参考）
改正生活困窮者
自立支援法等

制度周知
に係る主な
スケジュール等

○認定家賃債務保証業者
の認定申請

○残置物処理等業務規程
の認可申請

国
土
交
通
省
、
厚
生
労
働
省
等
が

共
同
・
連
携
し
て
実
施

4/17 成立
4/24 公布

5/30 成立
6/5   公布

法律

省令（国土交通省・厚生労働省の共同省令を含む）

事前準備開始

公布後
１年３月
以内

10/1
(予定)

公布後
１年６月
以内施行

10月４月10月

公布

（時期未定）

第４回 住まい支援の
連携強化のための連絡協議会

【対象】
・地方公共団体
・不動産関係事業者
・居住支援関係事業者 等

住まい支援の
連携強化のための連絡協議会

詳細版パンフレット公開

詳細説明会

施行

施行

「居住支援協議会 設立・運営の手引き」 改訂版の公開 等

6/19

市区町村・都道府県における施行準備

4/1 施行

※上記のほか、
・施行通知発出

【対象】
・地方公共団体
・不動産関係事業者
・居住支援関係事業者 等

概要説明会 9/11～9/30

基本方針

パブリック
コメント

公布

（時期未定）

施行

7/1
(予定)

概要版パンフレット公開

※スケジュール等は現時点のものであり、
今後変更となる可能性があります。

（時期未定）

パブリック
コメント （時期未定）
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主な法律改正事項 主な省令改正事項（案）

住宅セーフティネット法

住宅確保要配慮者の定義 ―  「困難な問題を抱える女性」を新たに追加

基本方針・供給促進計画 「福祉サービスの提供体制」について記載 ―

居住サポート住宅

居住安定援助計画の認定（基準・手続）

 面積基準 ２５㎡（既存住宅は１８㎡）（自治体による変更可）
 耐震関係規定の適合等
 専用住宅 １戸以上（自治体による変更可）
 家賃「近傍同種家賃と均衡を失しない」
 サポート内容「１日１回以上、ＩＣＴ等による安否確認」「１月１回以上、訪問等による見守り」

「福祉サービスへのつなぎ」、対価「費用に照らして不当に高いものでない」等

帳簿、定期報告  入居者に関する一定の情報・サポートの提供状況等を記載

専用住宅の目的外使用  入居者を確保できない期間が３月以上あること、５年以内の定期賃貸借とすること

―  居住サポート住宅の市町村名・戸数・サポート内容・家賃・対価等を公示

遵守事項、監督等
 入居者等を紹介する対償として金品を供与・収受しない、入居者の居住の安定を図るよう

努める、入居者に対して必要な説明を行う等

生活保護法の特例
 支援協議会の構成員、支援法人、これらの者と共同して居住サポート住宅を提供する賃貸

人等が、代理納付を希望する旨通知できる

セーフティネット登録住宅 ―  面積基準 ２５㎡（既存住宅は１８㎡）（自治体による変更可）

居住支援法人

支援法人の指定（基準・手続）

支援業務に「賃貸人への情報提供」、
 「死後事務委任による残置物処理」追加

 申請書に「支援業務に関する問合せ先」を記載
 事業計画等に「地方公共団体・関係者との連携」「支援業務に係る人材育成」を記載し公示
 残置物処理業務を行う支援法人の指定基準「他の支援業務等の経験に基づく知識・能力」

「財産・損益の状況が良好」等

業務規程の認可  業務規程に「残置物処理業務の実施方法」「金銭の授受に関する事項」等を記載

事業報告書、区分経理等  事業報告書に「地方公共団体・関係者との連携」「支援業務に係る人材育成」を記載

帳簿、監督等
 残置物処理業務の相手方・内容等を記載
 対価を得て支援業務を行う場合はその相手方・内容等を記載

支援法人による供給促進計画の提案  支援法人が素案を作成し提出

認定家賃債務保証業者

家賃債務保証業者の認定（基準・手続）
 認定基準「居住サポート住宅入居者の保証を正当な理由なく拒まない」「個人の緊急連絡

先・保証人の設定を求めない」「保証料が不当に高いものでない」「標準的な契約内容や実
績を公示」

帳簿、監督等  保証契約の相手方・内容、居住サポート住宅入居者の保証を拒んだ理由等を記載

（独）住宅金融支援機構による保険  保険割合は、居住サポート住宅入居者「９割又は７割」、その他の要配慮者「７割」

居住支援協議会 設置の努力義務化、協議事項 ―

高齢者住まい法

サービス付き高齢者向け住宅 目的外使用  入居者を確保できない期間が３月以上あること、５年以内の定期賃貸借とすること

終身建物賃貸借 認可・届出（基準・手続）
 認可申請書に「賃貸の条件」、届出書に住宅の「位置・戸数・規模」等を記載
 面積基準 ２５㎡（既存住宅は１８㎡）（自治体による変更可）、バリアフリー（既存住宅は便

所・浴室・階段の手すり）等

住宅セーフティネット法改正等に伴う省令改正案（検討中） パブリックコメント実施予定
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